熊本市立学校機械警備業務委託仕様書

１　警備対象
熊本市立学校（対象校は、仕様書別紙第１のとおり。）

２　目的
熊本市が所有または管理する上記警備対象内の盗難、火災及び侵入を予防し、施設の安全を確保することを目的とする。

３　履行期間
　　令和８年（２０２６年）４月１日から令和１３年（２０３１年）３月３１日まで
　※上記委託契約は、熊本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条第２号及び熊本市契約事務取扱規則第１６条の２第２項第２号に基づく５年間の長期継続契約である。

４　任務
(1)　侵入による盗難、損壊行為等の早期発見、拡大防止
(2)　火災、ガス漏れ、金庫感知等の早期発見、応急処置
(3)　異常確認時における関係機関への通報、連絡
(4)　警備実施事項の報告

５　機械警備の方法
(1)　受託者は、熊本市が指定する警備対象に、侵入、火災、ガス漏れ等の異常発生を感知し、瞬時に基地局へ自動通報できる警報装置を受託者の負担により設置するものとする。
(2)　受託者は、基地局において警報受信装置により警備対象を常時監視し、異常信号を受信した場合は、直ちに機動隊を現地に急行させるとともに、事態の処理に当るものとする。
(3)　受託者は、機械設備の設置については、事前に熊本市の承認を得て行うものとし、新規落札した警備対象施設については、前契約業者と協議の上、業務履行に向けた準備を行うものとする。
（4） 機械警備の警備実施時間は、委託者が警備開始をセットした時間から解除するまでの時間帯を警備実施時間とする。
平日　　　　　　　 21：00以降警備が未設定の場合は学校長又はその代理者に連絡するもの。
土曜、日曜、祝日   ２４時間
及び休校日　　　　　　　
ただし、火災、ガス漏れについては、常時２４時間警備とする。
（5）ガス漏れ・火災の探知に関しては仕様書別紙1の警備対象室に限らず、家庭科室、理科室・給湯室等必要に応じて対応すること。

　　　



６　警備仕様
	警　備　方　式
	警　備　内　容

	警報装置等
	警報主装置
	警備対象室等に必要なセンサー数以上の信号識別が可能であること。ブロック別警備対象室については個別に警備の開始、解除ができる機能を有すること。
（ブロック別警備対象室は、別紙第１のとおり。）

	
	カードリーダー
	警報主装置と連動し、警備の開始・解除、画面等による作動確認ができ、かつ５０人以上の個人特定が可能な機能を有すること。なお、設置場所については、学務支援課と協議のうえ決定すること。
（カード発行数は、別紙第２のとおり。）

	
	キーボックス
	カードリーダーとの連動により開閉し、鍵の収容が可能であること。

	
	警　備　内　容
	警備対象室において侵入時、侵入中の適切な警報体制をとること。
対象廊下等のエリア警備については人感センサーで対応すること。
ブロック別警備に対応できる設置方法をとること。
金庫にはセンサーを設置すること。

	
	警備回線
	専用回線もしくはそれと同様のサービスを提供できる回線（信号監視通信システムを利用した電話回線などで断線を即時に検出できるもの）とすること。
ただし、電話回線を使用する場合は、受託者名義で電話回線を新設すること。



7　警備開始時における取扱い
(1)　熊本市における取扱い
熊本市の最終退館者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置をし、カードリーダーの画面等で各警報装置の正常な作動を確認した後に、警備開始の状態にセットする。
(2)　受託者における取扱い
受託者は、基地局において熊本市の最終退館者による警備開始の信号を確認し、警備状況を常時監視する。

8　警備終了時における取扱い
(1)　熊本市における取扱い
熊本市の最初の入館者は、入館前に必ずカードリーダーにより警備を解除し、キーボックスから鍵を取り出し、開錠、入館する。
(2)　受託者における取扱い
受託者は、基地局において熊本市の最初の入館者による警備解除の信号を確認し、警備を終了する。

9　報告
(1)　受託者は、個人名特定による警備開始・解除記録及び異常信号記録について月間警備報告書を作成し、翌月の１０日までに施設管理者に提出するものとする。

10　保守点検
受託者は、警報装置の正常な機能を維持するため、適宜、保守点検を行うものとする。

11　事故報告
受託者は、事故発生の際は、速やかに緊急連絡者に連絡するとともに、後日書面をもって正式に報告するものとする。

12　鍵の預託
警備実施に必要な鍵は、熊本市が受託者に預託し、受託者は預託された鍵を厳重に取扱い、保管するものとする。
 
13　機械設備の設置
　(1)　警備に必要な機械設備は、受託者が一切の費用を負担して設置し、受託者の所有とする。又、機械警備の不備から生じた機械設備の損害については、受託者の負担とする。ただし、熊本市の責に帰すべき理由により受託者の設置した機械に損害が生じた場合は、その実費を受託者に支払うものとする。
　(2)　機械設備の設置完了後においては、熊本市の都合により既設の機械設備を移設又は増設の必要が生じた場合は、熊本市は事前に受託者へ通知するものとし、これに要する工事の費用は熊本市が負担するものとする。
　
14　機械設備の撤去
　　本契約の終了等に伴い機械設備が不要となった場合は、受託者が撤去し、これに要する一切の費用は受託者が負担するものとする。

15　再委託の禁止
受託者は、業務の全部または一部を第三者へ委託してはならない。

16　補則
この仕様書に記載されていない警備実施上の事項については、必要に応じて熊本市と受託者とで協議して定めるものとする。
